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いじめ防止対策の 
都道府県差の是正に向けた 

取組強化について 

平成29年11月 
自由民主党 文部科学部会 
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本資料公表の趣旨 
昨今学校において、多数のいじめが相変わらず横行し、自殺まで

至るという最悪の事態も発生しております。そこで、我が党は去
る11月2日には党政務調査会文部科学部会(赤池誠章部会長)におい
て集中審議を行い、11月20日には各都道府県支部連合会に通知を
発出して、各地での取組強化を促してきているところです。 
各都道府県において、いじめの早期発見に繋がる認知件数につい

て、19倍の差が出ています。また、いじめを認知していない学校
も全体の約3割に上っています。 
残念ながら、いじめはどの学校においても存在すると言わざるを

得ません。いじめが放置・隠蔽されることにより自殺という最悪
の事態に陥らせないためにも、早期発見・早期対応が不可欠であ
り、そのため軽微と思われる事案でもいじめを認知し、解決に取
り組む必要があります。 
以上、いじめ認知件数の都道府県差の是正に向けて、いじめ防止

対策の取組み強化を推進すべく関係資料を公表致します。 
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•いじめの認知は、いじめられた児童・生徒の立場に立って行うものであり、発
生件数ではなく認知件数に変わり、積極的に認知件数を上げることが重要だとの
認識が、学校、保護者、教育委員会を含む行政等すべての関係者に認識され、周
知されているか。特に、いじめを認知していない学校においては、いじめの認知
件数が零であったということを児童生徒や保護者向けに公表し、検証を仰ぐこと
で、認知漏れがないかを確認しているか。 

• 教育委員会、学校、保護者、地域社会において、いじめ防止対策推進法が周知
され、同法に基づく取組みが進んでいるのか。また公立学校のみならず、地域内
の私立学校に対しても周知・指導が徹底され、積極的ないじめの防止と解決を図
る取り組みが進んでいるのか。 

• いじめ早期発見のためのアンケート調査が定期的に行われ、選択式等の子供た
ちにとって回答しやすいように工夫がなされているか。 

• 教育委員会や学校、保護者はもちろん、警察、法務局、都道府県、文部科学省
等との連携による外部の視点を入れた解決がどの程度進んでいるのか。「いじめ
問題対策連絡協議会」が組織されているのか。 

• 来年度から小学校で、2年後から中学校で、道徳の時間が教科化されるに当た
り、教育委員会や学校での取組みは進んでいるか。 

• 日頃から教育委員会や学校と家庭、地域との連携は進んでいるか。学校運営協
議会や地域学校協働本部等、学校と地域が連携する仕組みが構築されているか。 

いじめ防止対策の要点 



1．いじめ防止対策の概要 7枚 
2．いじめ認知件数の都道府県差 1枚 
3．いじめの認知の学校間格差 1枚 
4．先進事例～京都府の 
   いじめアンケート調査 1枚 
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添付資料 



◆ 平成24年7月、滋賀県大津市の自殺事案について、報道がある 
 
◆ 平成25年2月、内閣官房 教育再生実行会議第1次提言 
 →「社会総がかりでいじめに対峙していくための基本的な理念や体制を整備する 
  法律の制定が必要」 
 
 
 
     → ６月28日公布、９月28日施行 
 
◆ いじめの防止等のための基本的な方針の策定（平成25年10月11日） 
  → 同日、各都道府県教育委員会等へ通知を発出し周知。 
 
◆ 平成29年3月、いじめの防止等のための基本的な方針の改定 
             重大事態の調査に関するガイドラインの策定 
   ※いじめ防止対策推進法の施行３年後の見直し規定を踏まえた対応 

○ いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）  
   附 則 
 （検討） 
第２条 いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、
必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

２ （略） 

「いじめ防止対策推進法」の成立（平成25年６月21日） 

いじめ対策のこれまでの経緯 
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～平成１７年度    自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃
を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの 

平成１８年度～ 当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、
物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じて
いるもの 

発生場所は学校内外を問わず、個々の行為が『いじめ』に当たるか 

否かの判断はいじめられた児童生徒の立場に立って行う。 

具体的ないじめの種類に「パソコン・携帯電話での中傷」「悪口」 
などを追加。「発生件数」から「認知件数」に変更。 

いじめ防止対策
推進法（平成２５年）

の定義 

児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して
いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が
行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット
を通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象
となった児童等が心身の苦痛を感じているもの 

【いじめの防止等のための基本的な方針より】 
○ 「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要 
○ いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う 

いじめの定義 
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いじめ防止対策推進法【概要】 ① 
（平成25年法律第71号） 

 
１ 「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校（※）に在籍している等当該児童生徒と一定の人的 
 関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含 
 む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義すること。 

  ※小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。） 
 

２ いじめの防止等のための対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務等を定めること。 
 

 
１ 国、地方公共団体及び学校の各主体は、「いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針」の策定（※）を 

 定めること。                         ※国及び学校は策定の義務、地方公共団体は策定の努力義務 
 

２ 地方公共団体は、関係機関等の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察その他の関係 
 者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができること。 

 

 
 学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として、①道徳教育等の充実、②早期発見のための措置、③相談 
体制の整備、④インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団 
体が講ずべき基本的施策として、⑤いじめの防止等の対策に従事する人材の確保等、⑥調査研究の推進、⑦啓発 
活動等について定めること。 

 

第一章 総則 

第二章 いじめ防止基本方針等 

第三章 基本的施策 
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（※１） 

いじめ防止対策推進法【概要】 ② 
（平成25年法律第71号） 

 

１ 学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理・福祉等の専門家その他の関係 
 者により構成される組織を置くこと。 
 

２ 個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として、①いじめの事実確認と設置者への結果報告、②いじめを受け 
 た児童生徒又はその保護者に対する支援、③いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助 
 言について定めるとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの警察との連携につ 
 いて定めること。 
 

３ 懲戒、出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置を定めること。 
 

第四章 いじめの防止等に関する措置 

１ 学校の設置者又は学校は、重大事態（※１）に対処し、同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、適切な 
 方法により事実関係を明確にするための調査を行うものとすること。 
     一 いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき 
     二 いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき 
 

２ 学校の設置者又は学校は、１の調査を行ったときは、いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な 
 情報を適切に提供するものとすること。 
 

３ 学校は、重大事態が発生した旨を地方公共団体の長等（※２）に報告、地方公共団体の長等は、必要と認めるとき 
 は、１の調査の再調査を行うことができ、また、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとすること。 
  （※２）公立学校は地方公共団体の長、国立学校は文部科学大臣、私立学校は所轄庁である都道府県知事 

第五章 重大事態への対処 

 学校評価における留意事項及び高等専門学校における措置に関する規定を設けること。 

第六章 雑則 
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◆ 現状 ※28年度問題行動等調査の結果は速報値 
 ・いじめの認知は約32万8千件（28年度）と進んでいるものの、都道府県格差は約19倍。 
 ・重大事態（28年度：400件）に対し、一部自治体で不適切な対応 

◆ 課題・分析 
 ・初期段階のいじめの更なる積極的な認知 
 ・教職員によるいじめの抱え込み 
 ・いじめ防止対策推進法（いじめ法）等の自治体への周知 

◆ 目標 ・いじめの解消率の向上（28年度：90.6%） 

◆ 施策 ◎：予算要求 ○：定員要求 ◇：通知等 ※「◎予算要求」のうち下線部は30年度新規事業 

 ・悩みや課題の未然防止・早期発見 
  ◎スクールロイヤー活用に関する調査研究（弁護士によるいじめ予防教育の授業モデルの構築等）【2→10自治体】 
  ◎24時間子供SOSダイヤル（28年度に通話料無料化） 
  ◎SNSを活用した相談体制の構築に向けた調査研究 
  ◎いじめ・不登校等の未然防止・早期対応等の強化のため教職員定数を改善（500人） 
  ◎スクールカウンセラーの配置拡充（26,000校→27,500校〔1年前倒しで目標達成〕） ［目標］31年度までにSCを全公立小中学校 
   （27,500校）に配置。 
  ◎スクールソーシャルワーカーの配置拡充（5,000人→8,000人〔目標を80%達成〕）  ［目標］31年度までにSSWを全中学校区（約1 
   万人）に配置。 
  ◎スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化に向けた調査研究【1→4箇所】 

 ・発生時の対処 
  ◎いじめ問題等の解決に向けた外部専門家活用事業（200自治体） 
  ○重大事件等が発生した際に現地で対応する「いじめ・自殺等対策専門官」の定員要求（30年度） 
  ◇いじめ法、いじめの重大事態の調査に関するガイドライン等に基づく対応の徹底 

 ・その他（施策の周知等） 
  ◇教員養成系大学、日本PTA全国協議会との協働によるBPプロジェクトの実施 
  ◇いじめ防止対策事例集の作成 
  ◇全国いじめ問題子供サミットの開催 
  ◇（独）教職員支援機構による指導者養成研修等の開催 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

文部科学省のいじめ対策の全体像 
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警察のいじめ対策 
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法務局のいじめ対策 
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「平成27年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸
問題に関する調査結果（速報値）について」（平成
28年12月1日付け児童生徒課長通知）にて，下記のと
おり通知しており，各学校においていじめの認知へ
の取組が行われた。 
 
【通知より抜粋】 
いじめを認知していない学校…にあっては，真にい
じめを根絶できている場合も存在するであろうが，
解消に向けた対策が何らとられることなく放置され
たいじめが多数潜在する場合もあると懸念している。
特に，それらの学校においては，いじめの認知件数
が零であったということを児童生徒や保護者向けに
公表し，検証を仰ぐことで，認知漏れがないかを確
認すること。 

いじめを認知した学校数の割合 

○いじめを認知した学校は68.3％   
 （前年度より6.2ポイント向上） 
 
○１校あたりの認知件数は、8.6件 
 （前年度より2.7件増加） 

いじめの認知の学校間格差 文部科学省作成 添付資料3 

11,544校 
（30.7%） 

いじめを認知していない学校
（認知件数が零の学校） 

いじめを認知した学校 

25,699校 
（68.3%） 



先進事例 京都府のいじめアンケート調査 
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